
要支援 1・要支援 2 と認定された方へのお知らせ  

 

 介護予防、生活機能の維持向上を目的とした「介護予防サービス」・「介護予防・生活支援サービス」を 

利用できます。  

少しでも自分でできることが増えるようサービスを選びましょう。  

サービスの利用には、浅口市指定介護予防支援事業所と契約しケアプランの作成を依頼します。   

まずは下記のいずれかの事業所に連絡・相談してください。  

 

（令和６年 12 月１6 日現在）  

指定介護予防支援事業所名  電話番号  住所  

浅口市地域包括支援センター  (０８６５ )４４－７３８８  鴨方町鴨方２２４４－２６ 

ニューエルダー居宅介護支援

事業所  
(０８６ )５２６－６１１１  倉敷市玉島１３３３－１ 

居宅介護支援事業所フォルテ  (０８６ )４３６－６３１７  倉敷市玉島道越１１５４－１ 

新倉お年寄り相談室  (０８６ )５２５－５００１  倉敷市玉島１７１９ 

富田居宅介護支援センター  (０８６ )５２２－７７７０  倉敷市玉島道口９７―１  

ケアフラン浅口  ０５０－１７２０－６５２９  鴨方町六条院東 3476-4-102  

 


